
 

仙台市では健康増進法及び仙台市条例に基づき給食施設の状況を把握し、給食運営が適切

に行われるよう指導・支援を実施しています。以下の特定給食施設等に該当する施設の設置者

の方は、給食の開始、休止・廃止、再開、届出内容の変更にあっては事実が発生した日から 1か

月以内に、管轄の保健所支所に届出が必要ですので、ご確認をお願いいたします。 

○ 特定給食施設等の定義 

 仙台市では、提供する食数に応じて、健康増進法および仙台市条例により下記のように定義

しています。（以下に挙げる施設を「特定給食施設等」と表記しております。） 

  食 数 根拠法令等 

特定給食施設 

特定かつ多数の者に対して、継続的に 1回

100食以上又は 1日 250食以上の食事

を供給する施設 

・健康増進法第20条 

・健康増進法施行規則

第５条 

仙台市条例に規定する 

給食施設 

特定かつ多数の者に対して、継続的に 1回

50食以上又は 1日 100食以上の食事を

供給する施設（健康増進法第20条第 1項

に規定する特定給食施設を除く） 

 ・仙台市健康増進法

に基づく指導等のた

めの届出等に関する

条例第２条 

※ 健康増進法および仙台市条例に規定する特定給食施設等については、当該施設で給食調

理を行っていない場合（弁当の提供）であっても、食数として計上いたします。認定こども園に

おいて幼稚園と保育所での給食の提供形態が異なる場合、合算した食数が提供食数となりま

す。また、他施設の給食の調理も行っており、合算した食数が50食を超える場合も特定給食

施設等に該当する可能性がありますので、届出の前に裏面の問い合わせ先にご相談ください。 

 

○ 特定給食施設等の種類（種別） 

健康増進法の規定に基づく特定給食施設等の種類（種別）は以下のとおりです。 

届出時の種別の名称 該当する施設 

学 校 
①幼稚園 

②認定こども園（幼稚園である場合） 

児童福祉施設 
①保育所・保育園 

②認定こども園（幼稚園である場合を除く） 

～ 市内で保育施設を運営している事業者の皆様へ ～ 

特 定 給 食 施 設 等 の 届 出 等 に つ い て 



○ その他 

特定給食施設等の概要、届出についての内容の詳細や届出書様式の記載方法については

「給食関係法令・届出様式等」に記載されていますので、ご確認ください。仙台市ホームページ、

「特定給食施設等の設置者・関係者の皆様へ」のページよりダウンロードいただけます。 

下記のいずれかの方法で検索ください。 

▶ 検索サイトより「仙台市 特定給食」と入力 

▶ 仙台市ホームページのトップページの、「探す」より、 

キーワード検索で「特定給食」と入力、 

または、ページ ID検索で「54402」を入力 

▶ 右の二次元コードを読み取り 

                                    

【問い合わせ・届出先】 

複数施設にまたがり給食を提供している場合や、届出等に関してご不明点がある場合は、 

施設の管轄となる保健所支所（家庭健康課・保健福祉課）までご相談ください。 

 

 担当：仙台市健康福祉局保健衛生部健康政策課 

電話 022-214-3894 

青葉区保健福祉センター家庭健康課 
〒980-8701 青葉区上杉 1-5-1 

電話：(代)022-225-7211 

青葉区宮城総合支所保健福祉課 
〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5 

電話：(代)022-392-2111 

宮城野区保健福祉センター家庭健康課 
〒983-8601 宮城野区五輪2-12-35 

電話：(代)022-291-2111 

若林区保健福祉センター家庭健康課 
〒984-8601 若林区保春院前丁3-1 

電話：(代)022-282-1111 

太白区保健福祉センター家庭健康課 
〒982-8601 太白区長町南3-1-15 

電話：(代)022-247-1111 

太白区秋保総合支所保健福祉課 
〒982-0243 太白区秋保町長袋字大原45-1 

電話：(代)022-399-2111 

泉区保健福祉センター家庭健康課 
〒981-3189 泉区泉中央2-1-1 

電話：(代)022-372-3111 

（「特定給食施設等の設置者・

関係者の皆様へ」のページへ） 


